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埼玉県感染症情報センター設置要領 

 

１ 目的 

この要領は、埼玉県感染症発生動向調査実施要綱の改正(平成 16 年 4 月 1 日施行)

に伴い、埼玉県感染症情報センター(以下「感染症情報センター」という)の運営に関

し、必要な事項を定め、衛生研究所において感染症に関する患者情報及び病原体情報

を正確に把握し、関係機関及び県民に対して、必要で有用な情報を的確かつ迅速に提

供するとともに、そのことにより、県内における感染症の発生を未然に防止し、感染

症の発生に際しては、その拡散、拡大を最小限に止め、県民の健康を守ることを目的

とする。 

 

２ 設置 

(1) 感染症情報センターは、衛生研究所内に設置する。 

(2) 感染症情報センターの構成は、感染症疫学情報担当、ウイルス担当及び臨床微生

物担当とし、必要に応じて他の関係担当の協力も要請するものとする。 

(3) 感染症情報センターの長は、衛生研究所長とし、その運営は担当のリーダーが行

う。 

 

３ 業務 

感染症情報センターの業務内容は、主に以下に挙げるものとする。 

(1) 感染症発生動向調査に関わること。 

(2) 感染症患者発生情報の収集・解析に関わること。 

(3) 感染症集団発生の疫学調査(情報収集・解析、病原体検出等) 

(4) 病原体情報の収集・解析(ウイルス､細菌等) 

(5) 感染症に関わる研修会 

(6) 関係機関及び県民への情報発信(ホームページ) 

(7) その他関係機関との連携・調整に関すること。 

 

４ 幹事会の設置 

(1) 感染症情報センターの運営に関わる幹事会を設置する。定例幹事会は、毎月 1回

開催する。臨時幹事会は、感染症検査室長が随時招集する。 

(2) 感染症情報センターの運営に関すること、感染症動向に関する重要案件等につい

て検討するとともに、外部関係機関との連携等について協議しセンターの円滑な運

営を図る。 

(3) 幹事会のメンバーは、感染症情報センターの主幹級以上の職員で構成する。 

 

５ 感染症情報担当者会議の設置(別途規程策定) 

各担当から実務を行っているメンバーによって構成される感染症情報担当者会議を
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設置する。この会議は、日常の患者発生動向及び病原体検出状況について、週 1回(た

だし、必要が生じた場合には、この限りではない。)開催し、総合的な視点で感染症発

生に関わる検討を行う。この会議で患者発生に異常を察知した場合には幹事会を招集

し、必要に応じて対応を講じる。 

 

６ 事務 

感染症情報センターの事務は、感染症疫学情報担当が行う。 

 

７ 附則 

この要領は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

この要領は、平成 18年 4月 1日改正、即日施行する。 

この要領は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

この要領は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

この要領は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


